
議案第７６号

職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて

職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり定める。

職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２号）の一部を次のように改正する。

第１７条の５第２項第１号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同項第２号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、「当該再任

用職員」を「当該定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（初任給、昇格、昇給等の基準） （初任給、昇格、昇給等の基準）

第４条（略） 第４条（略）

２～１１（略） ２～１１（略）

１２ 地方公務員法第２２条の４第１項の規定によ
り採用された職員で同項に規定する短時間勤務の
職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務
職員」という。）の給料月額は、その者に適用さ
れる給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に
掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級
に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に
関する条例（平成８年条例第８号）第２条第３項
の規定により定められたその者の勤務時間を同条
第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額とする。

１２ 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条
の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２
項の規定により採用された職員（以下「再任用職
員」という。）の給料月額は、その者に適用され
る給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のう
ち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第４条の２ 再任用職員で地方公務員法第２８条の
５第１項又は第２８条の６第２項に規定する短時
間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤
務職員」という。）の給料月額は、前条第１２項
の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平
成８年条例第８号）第２条第３項の規定により定
められたその者の勤務時間を同条第１項に規定す
る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

（通勤手当） （通勤手当）

第１０条（略） 第１０条（略）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分
に応じ、当該各号に定める額とする。

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分
に応じ、当該各号に定める額とする。

⑴（略） ⑴（略）



⑵ 前項第２号に掲げる職員 自動車等の使用距
離が片道３キロメートル未満である職員にあつ
ては２，０００円、その他の職員にあつては２
，０００円に自動車等の使用距離が片道２キロ
メートルを超える距離１キロメートルを加える
ごとに５５０円を加算した額（定年前再任用短
時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通
勤回数を考慮して市規則で定める職員にあつて
は、その額から、その額に市規則で定める割合
を乗じて得た額を減じた額）

⑵ 前項第２号に掲げる職員 自動車等の使用距
離が片道３キロメートル未満である職員にあつ
ては２，０００円、その他の職員にあつては２
，０００円に自動車等の使用距離が片道２キロ
メートルを超える距離１キロメートルを加える
ごとに５５０円を加算した額（再任用短時間勤
務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数
を考慮して市規則で定める職員にあつては、そ
の額から、その額に市規則で定める割合を乗じ
て得た額を減じた額）

⑶（略） ⑶（略）

３～６（略） ３～６（略）

（超過勤務手当） （超過勤務手当）

第１３条（略） 第１３条（略）

２ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時
間が割り振られた日において、正規の勤務時間外
にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務を
した日における正規の勤務時間との合計が７時間
４５分に達するまでの間の勤務に対する前項の規
定の適用については、同項中「正規の勤務時間外
にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１
００分の１２５から１００分の１５０までの範囲
内で市規則で定める割合」とあるのは、「１００
分の１００」とする。

２ 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割
り振られた日において、正規の勤務時間外にした
勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日
における正規の勤務時間との合計が７時間４５分
に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適
用については、同項中「正規の勤務時間外にした
次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分
の１２５から１００分の１５０までの範囲内で市
規則で定める割合」とあるのは、「１００分の１
００」とする。

３（略） ３（略）

４ 定年前再任用短時間勤務職員が、職員の勤務時
間、休日及び休暇に関する条例第５条の規定によ
り、あらかじめ同条例第３条第２項ただし書又は
第４条の規定により割り振られた１週間の正規の
勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時
間とその勤務をした週における正規の勤務時間と
の合計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務
に対しては、前項の規定は適用しない。

４ 再任用短時間勤務職員が、職員の勤務時間、休
日及び休暇に関する条例第５条の規定により、あ
らかじめ同条例第３条第２項ただし書又は第４条
の規定により割り振られた１週間の正規の勤務時
間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とそ
の勤務をした週における正規の勤務時間との合計
が３８時間４５分に達するまでの間の勤務に対し
ては、前項の規定は適用しない。

５～７（略） ５～７（略）

（勤務１時間当たりの給与額の算出） （勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１６条（略） 第１６条（略）

２ 第１３条、第１４条第２項及び第１５条に規定
する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額、
給料の月額に対する地域手当の月額及び特殊勤務
手当（月額により支給されるものに限る。）の月
額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり
の勤務時間に５２を乗じたものから当該年度にお
ける職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
第９条に規定する祝日法による休日（週休日と重
なる日を除く。）及び年末年始の休日（週休日及
び同条に規定する祝日法による休日と重なる日を
除く。）の日数に同条例第３条第２項に規定する
１日当たりの勤務時間（定年前再任用短時間勤務
職員にあつては同条例第２条第３項の規定により
定められたその者の勤務時間を、地方公務員の育
児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号
）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をし
ている職員（同法第１７条の規定により短時間勤
務をすることとなつた職員を含む。）にあつては
同条例第２条第２項の規定により定められたその
者の勤務時間を、同法第１８条第１項に規定する
短時間勤務職員にあつては同条例第２条第４項の
規定により定められたその者の勤務時間を、それ
ぞれで除して得た時間）を乗じたものを減じたも

２ 第１３条、第１４条第２項及び第１５条に規定
する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額、
給料の月額に対する地域手当の月額及び特殊勤務
手当（月額により支給されるものに限る。）の月
額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり
の勤務時間に５２を乗じたものから当該年度にお
ける職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
第９条に規定する祝日法による休日（週休日と重
なる日を除く。）及び年末年始の休日（週休日及
び同条に規定する祝日法による休日と重なる日を
除く。）の日数に同条例第３条第２項に規定する
１日当たりの勤務時間（再任用短時間勤務職員に
あつては同条例第２条第３項の規定により定めら
れたその者の勤務時間を、地方公務員の育児休業
等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１
０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている
職員（同法第１７条の規定により短時間勤務をす
ることとなつた職員を含む。）にあつては同条例
第２条第２項の規定により定められたその者の勤
務時間を、同法第１８条第１項に規定する短時間
勤務職員にあつては同条例第２条第４項の規定に
より定められたその者の勤務時間を、それぞれ５
で除して得た時間）を乗じたものを減じたもので



ので除して得た額とする。 除して得た額とする。

（期末手当） （期末手当）

第１７条の２（略） 第１７条の２（略）

２（略） ２（略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規
定の適用については、同項中「１００分の１２０
」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１０
０分の１００」とあるのは「１００分の５７．５
」とする。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について
は、同項中「１００分の１２０」とあるのは「１
００分の６７．５」と、「１００分の１００」と
あるのは「１００分の５７．５」とする。

４～６（略） ４～６（略）

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除
外）

（手当に関する規定についての適用除外）

第１７条の８ 第４条第３項から第１１項まで（第
５項を除く。）、第７条の２から第９条まで及び
第９条の３の規定は、定年前再任用短時間勤務職
員には適用しない。

第１７条の８ 第７条の２から第９条まで及び第９
条の３の規定は、再任用職員には適用しない。

２（略） ２（略）

附 則 附 則

１～６（略） １～６（略）

７ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０
歳に達した日後における最初の４月１日（附則第
９項において「特定日」という。）以後、当該職
員に適用される給料表の給料月額のうち、第４条
第２項の規定により当該職員の属する職務の級並
びに同条第３項、第４項及び第９項の規定により
当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７
０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数
を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１０
０円未満の端数を生じたときはこれを１００円に
切り上げるものとする。）とする。

８ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により
任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

⑵ 和光市職員の定年等に関する条例（昭和５８
年条例第２号）第９条第１項又は第２項の規定
により地方公務員法第２８条の２第１項に規定
する異動期間（同条例第９条第１項又は第２項
の規定により延長された期間を含む。）を延長
された同条例第６条に規定する職を占める職員

⑶ 和光市職員の定年等に関する条例第４条第１
項又は第２項の規定により勤務している職員（
同条例第２条に規定する定年退職日において前
項の規定が適用されていた職員を除く。）

９ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他
の職への降任等をされた職員であつて、当該他の
職への降任等をされた日（以下この項及び附則第
１１項において「異動日」という。）の前日から
引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、
特定日に附則第７項の規定により当該職員の受け
る給料月額（以下この項において「特定日給料月
額」という。）が異動日の前日に当該職員が受け
ていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額
（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこ
れを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を
生じたときはこれを１００円に切り上げるものと
する。以下この項において「基礎給料月額」とい
う。）に達しないこととなる職員（規則で定める
職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附



別表第１中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第２条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５９年条例第４号）の一部を次のように

改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

則第７項の規定により当該職員の受ける給料月額
のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額
に相当する額を給料として支給する。

１０ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給
される職員の受ける給料月額との合計額が第４条
第２項の規定により当該職員の属する職務の級に
おける最高の号給の給料月額を超える場合におけ
る前項の規定の適用については、同項中「基礎給
料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第４条
第２項の規定により当該職員の属する職務の級に
おける最高の号給の給料月額と当該職員の受ける
給料月額」とする。

１１ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受
ける職員（附則第７項の規定の適用を受ける職員
に限り、附則第９項に規定する職員を除く。）で
あつて、同項の規定による給料を支給される職員
との権衡上必要があると認められるものには、当
分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則
で定めるところにより、前２項の規定に準じて算
出した額を給料として支給する。

１２ 附則第９項又は前項の規定による給料を支給
される職員以外の附則第７項の規定の適用を受け
る職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料
を支給される職員との権衡上必要があると認めら
れるものには、当分の間、当該職員の受ける給料
月額のほか、規則で定めるところにより、前３項
の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

１３ 附則第９項又は前２項の規定による給料を支
給される職員に対する第９条の２第２項及び第１
７条の２第５項（第１７条の５第４項において準
用する場合を含む。）の規定の適用については、
第９条の２第２項中「の合計額」とあるのは「並
びに附則第９項、第１１項又は第１２項の規定に
よる給料の額との合計額」と、第１７条の２第５
項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附
則第９項、第１１項又は第１２項の規定による給
料の額との合計額」とする。

１４ 前２項に定めるもののほか、附則第７項の規
定による給料月額、附則第９項の規定による給料
その他附則第７項から前項までの規定の施行に関
し必要な事項は、規則で定める。



（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第３条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部を次のように改正

する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（支給の範囲） （支給の範囲）

第３条 特殊勤務手当は、次の各号に定める職員に
対して支給する。

第３条 特殊勤務手当は、次の各号に定める職員に
対して支給する。

⑴～⑶（略） ⑴～⑶（略）

⑷ 社会福祉に関する指導監督を行う職員及び現
業に従事した職員（地方公務員法第２２条の４
第１項の規定により採用された職員で同項に規
定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「定
年前再任用短時間勤務職員」という。）及び和
光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
（平成１８年条例第５号）第４条の規定により
採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員
」という。）を除く。）

⑷ 社会福祉に関する指導監督を行う職員及び現
業に従事した職員（地方公務員法第２８条の４
第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６
第１項若しくは第２項の規定により採用された
職員で同法第２８条の５第１項に規定する短時
間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間
勤務職員」という。）及び和光市一般職の任期
付職員の採用等に関する条例（平成１８年条例
第５号）第４条の規定により採用された職員（
以下「任期付短時間勤務職員」という。）を除
く。）

⑸ 保健師、看護師、保育士及び栄養士の職で、
その職に該当する業務に従事した職員（定年前
再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職
員を除く。）

⑸ 保健師、看護師、保育士及び栄養士の職で、
その職に該当する業務に従事した職員（再任用
短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除
く。）

⑹・⑺（略） ⑹・⑺（略）

改正後 改正前

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職
員は、次に掲げる職員とする。

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職
員は、次に掲げる職員とする。

⑴（略） ⑴（略）

⑵ 和光市職員の定年等に関する条例（昭和５８
年条例第２号）第４条の規定により引き続いて
勤務している職員

⑵ 和光市職員の定年に関する条例（昭和５８年
条例第２号）第４条の規定により引き続いて勤
務している職員

⑶ 和光市職員の定年等に関する条例第９条第１
項又は第２項の規定により異動期間（これらの
規定により延長された期間を含む。）を延長さ
れた管理監督職を占める職員

⑷・⑸（略） ⑶・⑷（略）

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員）

第９条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める
職員は、次に掲げる職員とする。

第９条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める
職員は、次に掲げる職員とする。

⑴（略） ⑴（略）

⑵ 和光市職員の定年等に関する条例第４条の規
定により引き続いて勤務している職員

⑵ 和光市職員の定年に関する条例第４条の規定
により引き続いて勤務している職員



⑶ 和光市職員の定年等に関する条例第９条第１
項又は第２項の規定により異動期間（これらの
規定により延長された期間を含む。）を延長さ
れた管理監督職を占める職員

（育児短時間勤務職員等についての給与条例の特
例）

（育児短時間勤務職員等についての給与条例の特
例）

第１６条 育児短時間勤務の承認を受けた職員（育
児休業法第１７条の規定による短時間勤務をする
こととなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務
職員等」という。）についての給与条例の規定の
適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の右欄に掲げる字句とする。

第１６条 育児短時間勤務の承認を受けた職員（育
児休業法第１７条の規定による短時間勤務をする
こととなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務
職員等」という。）についての給与条例の規定の
適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の右欄に掲げる字句とする。

第４
条第
３項、
第４
項及
び第
７項

（略） 決定するものとし、その者の給
料月額は、その者の受ける号給
に応じた額に、職員の勤務時間
休日及び休暇に関する条例（平
成８年条例第８号）第２条第２
項の規定により定められたその
者の勤務時間を同条第１項に規
定する勤務時間で除して得た数
（以下「算出率」という。）を
乗じて得た額とする

第１
０条
第２
項第
２号

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

（略）

第１
３条
第１
項

（略）

第１
３条
第６
項

（略） 要しない。ただし、当該時間が
職員の育児休業等に関する条例
（平成４年条例第３号）第１６
条の規定により読み替えられた
第１項ただし書に規定する７時
間４５分に達するまでの間の勤
務に係る時間である場合にあつ
ては、第１６条に規定する勤務
１時間当たりの給与額に１００
分の１５０（その時間が午後１
０時から翌日の午前５時までの
間である場合は、１００分１７
５）から１００分の１００（そ
の時間が午後１０時から翌日の
午前５時までの間である場合は、
１００分の１２５）を減じた割
合を乗じて得た額とする

（略）

第４
条第
３項、
第４
項及
び第
７項

（略） 決定するものとし、その者の給
料月額は、その者の受ける号給
に応じた額に、職員の勤務時間
休日及び休暇に関する条例（平
成８年条例第８号。以下「勤務
時間条例」という。）第２条第
２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に
規定する勤務時間で除して得た
数（以下「算出率」という。）
を乗じて得た額とする

第４
条第
１２
項

とする に、算出率を乗じて得た額とす
る

第１
０条
第２
項第
２号

再任用
短時間
勤務職
員

（略）

第１
３条
第１
項

（略）

第１
３条
第５
項

第２項 職員の育児休業等に関する条例
（平成４年条例第３号）第１６
条

第１
３条
第６
項

（略） 要しない。ただし、当該時間が
職員の育児休業等に関する条例
第１６条の規定により読み替え
られた第１項ただし書に規定す
る７時間４５分に達するまでの
間の勤務に係る時間である場合
にあつては、第１６条に規定す
る勤務１時間当たりの給与額に
１００分の１５０（その時間が
午後１０時から翌日の午前５時
までの間である場合は、１００
分１７５）から１００分の１０
０（その時間が午後１０時から
翌日の午前５時までの間である
場合は、１００分の１２５）を
減じた割合を乗じて得た額とす
る

（略）



（育児短時間勤務職員等についての職員の特殊勤
務手当に関する条例の特例）

（育児短時間勤務職員等についての職員の特殊勤
務手当に関する条例の特例）

第１７条 育児短時間勤務職員等についての職員の
特殊勤務手当に関する条例（昭和５９年条例第４
号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲
げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１７条 育児短時間勤務職員等についての職員の
特殊勤務手当に関する条例（昭和５９年条例第４
号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲
げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（短時間勤務職員についての給与条例の特例） （短時間勤務職員についての給与条例の特例）

第１９条 短時間勤務職員についての給与条例の規
定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与
条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れの同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 短時間勤務職員についての給与条例の規
定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与
条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れの同表の右欄に掲げる字句とする。

（短時間勤務職員についての職員の特殊勤務手当 （短時間勤務職員についての職員の特殊勤務手当

第３
条第
４号

地方公務員法（昭和
２５年法律第２６１
号）第２２条の４第
１項の規定により採
用された職員で同項
に規定する短時間勤
務の職を占めるもの
（以下「定年前再任
用短時間勤務職員」
という。）

（略）

第３
条第
５号

定年前再任用短時間
勤務職員

（略）

第３
条第
４号

地方公務員法（昭和
２５年法律第２６１
号）第２８条の４第
１項、第２８条の５
第１項又は第２８条
の６第１項若しくは
第２項の規定により
採用された職員で同
法第２８条の５第１
項に規定する短時間
勤務の職を占めるも
の（以下「再任用短
時間勤務職員」とい
う。）

（略）

第３
条第
５号

再任用短時間勤務職
員

（略）

第４
条第
３項、
第４
項及
び第
７項

（略） 決定するものとし、
その者の給料月額
は、その者の受け
る号給に応じた額
に、職員の勤務時
間休日及び休暇に
関する条例（平成
８年条例第８号）
第２条第４項の規
定により定められ
たその者の勤務時
間を同条第１項に
規定する勤務時間
で除して得た数を
乗じて得た額とす
る

第１
０条
第２
項第
２号

定年前再任用短時間
勤務職員

（略）

（略）

第１
７条
の８
第１
項

第４条第３項から第
１１項まで（第５項
を除く。）、第７条
の２から第９条まで
及び第９条の３

（略）

定年前再任用短時間
勤務職員

（略）

第４
条第
３項、
第４
項及
び第
７項

（略） 決定するものと
し、その者の給
料月額は、その
者の受ける号給
に応じた額に、
勤務時間条例第
２条第４項の規
定により定めら
れたその者の勤
務時間を同条第
１項に規定する
勤務時間で除し
て得た数を乗じ
て得た額とする

第１
０条
第２
項第
２号

再任用短時間勤務職
員

（略）

（略）

第１
７条
の８
第１
項

第７条の２から第９
条まで及び第９条の
３

（略）

再任用職員 （略）



（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

第４条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成８年条例第８号）の一部を次

のように改正する。

に関する条例の特例） に関する条例の特例）

第２０条 短時間勤務職員についての職員の特殊勤
務手当に関する条例の規定の適用については、次
の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句
とする。

第２０条 短時間勤務職員についての職員の特殊勤
務手当に関する条例の規定の適用については、次
の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句
とする。

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員）

第２１条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め
る職員は、次に掲げる職員とする。

第２１条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め
る職員は、次に掲げる職員とする。

⑴（略） ⑴（略）

⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考
慮して市規則で定める非常勤職員以外の非常勤
職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規定
する短時間勤務の職を占める職員（以下「定年
前再任用短時間勤務職員」という。）を除く。
）

⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考
慮して市規則で定める非常勤職員以外の非常勤
職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定
する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任
用短時間勤務職員等」という。）を除く。）

（部分休業の承認） （部分休業の承認）

第２２条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に
規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平
成８年条例第８号）第８条第１項に規定する正規
の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤
務職員を除く。以下この条において同じ。）に
あつては、当該非常勤職員について定められた勤
務時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単
位として行うものとする。

第２２条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に
規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平
成８年条例第８号）第８条第１項に規定する正規
の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員
等を除く。以下この条において同じ。）にあつて
は、当該非常勤職員について定められた勤務時間
）の始め又は終わりにおいて、３０分を単位とし
て行うものとする。

２・３（略） ２・３（略）

附 則 附 則

１・２（略） １・２（略）

３ 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第７
項の規定については、同項中「）とする」とある
のは、「）に、職員の勤務期間、休日及び休暇に
関する条例第２条第２項の規定により定められた
当該職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た額とする」とする。

第３
条第
４号

地方公務員法（昭和
２５年法律第２６１
号）第２２条の４第
１項の規定により採
用された職員で同項
に規定する短時間勤
務の職を占めるもの
（以下「定年前再任
用短時間勤務職員」
という。）

（略）

第３
条第
５号

定年前再任用短時間
勤務職員

（略）

第３
条第
４号

地方公務員法（昭和
２５年法律第２６１
号）第２８条の４第
１項、第２８条の５
第１項又は第２８条
の６第１項若しくは
第２項の規定により
採用された職員で同
法第２８条の５第１
項に規定する短時間
勤務の職を占めるも
の（以下「再任用短
時間勤務職員」とい
う。）

（略）

第３
条第
５号

再任用短時間勤務職
員

（略）



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間）

第２条（略） 第２条（略）

２（略） ２（略）

３ 地方公務員法第２２条の４第１項の規定により
採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職
を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職
員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にか
かわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期
間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時
間までの範囲内で、任命権者が定める。

３ 地方公務員法第２８条の４第１項若しくは第２
８条の５第１項又は同法第２８条の６第１項若し
くは第２項の規定により採用された職員で同法第
２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占
めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。
）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休
憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週
間当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲
内で、任命権者が定める。

４・５（略） ４・５（略）

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り）

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を
割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。た
だし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につい
ては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容
に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日まで
の５日間において週休日を設けるものとし、定年
前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職
員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日
から金曜日までの５日間において週休日を設ける
ことができる。

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を
割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。た
だし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につい
ては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容
に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日まで
の５日間において週休日を設けるものとし、再任
用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員につ
いては、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金
曜日までの５日間において週休日を設けることが
できる。

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間に
おいて、１日につき７時間４５分の勤務時間を割
り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員
等については、１週間ごとの期間について、当該
育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間
４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るも
のとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付
短時間勤務職員については、１週間ごとの期間に
ついて、１日につき７時間４５分を超えない範囲
内で勤務時間を割り振るものとする。

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間に
おいて、１日につき７時間４５分の勤務時間を割
り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員
等については、１週間ごとの期間について、当該
育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間
４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るも
のとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間
勤務職員については、１週間ごとの期間について、
１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務
時間を割り振るものとする。

第４条（略） 第４条（略）

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務
時間の割振りを定める場合には、規則の定めると
ころにより、４週間ごとの期間につき８日の週休
日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で
当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定
年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務
職員にあっては８日以上の週休日）を設けなけれ
ばならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署
の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、
当該育児短時間勤務等の内容）により、４週間ご
との期間につき８日（育児短時間勤務職員等、定
年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務
時間の割振りを定める場合には、規則の定めると
ころにより、４週間ごとの期間につき８日の週休
日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で
当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再
任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に
あっては８日以上の週休日）を設けなければなら
ない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊
の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当該
育児短時間勤務等の内容）により、４週間ごとの
期間につき８日（育児短時間勤務職員等、再任用
短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっ



（和光市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第５条 和光市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第６号）の

一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

職員にあっては、８日以上）の週休日を設けるこ
とが困難である職員について、規則の定めるとこ
ろにより、４週間を超えない期間につき１週間当
たり１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職
員等にあっては、４週間を超えない期間につき１
週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務
等の内容に従った週休日）を設ける場合には、こ
の限りでない。

ては、８日以上）の週休日を設けることが困難で
ある職員について、規則の定めるところにより、
４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以
上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっ
ては、４週間を超えない期間につき１週間当たり
１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に
従った週休日）を設ける場合には、この限りでな
い。

（年次有給休暇） （年次有給休暇）

第１２条 年次有給休暇は、１の年ごとにおける休
暇とし、その日数は、１の年において、次の各号
に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる
日数とする。

第１２条 年次有給休暇は、１の年ごとにおける休
暇とし、その日数は、１の年において、次の各号
に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる
日数とする。

⑴ 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２
０日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短
時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっ
ては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超
えない範囲内で規則で定める日数）

⑴ 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２
０日（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤
務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、
その者の勤務時間等を考慮し２０日を超えない
範囲内で規則で定める日数）

⑵・⑶（略） ⑵・⑶（略）

２・３（略） ２・３（略）

（非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇） （非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇）

第１８条 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職
員及び任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時
間、休日及び休暇については、第２条から前条ま
での規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮
して、規則で定める基準に従い、任命権者が定め
る。

第１８条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び
任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休
日及び休暇については、第２条から前条までの規
定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、
規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

改正後 改正前

（報告事項） （報告事項）

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に
関し、任命権者が報告しなければならない事項は、
職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（
地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる
職員、同法第２２条の４第１項の規定により採用
された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職
員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号
）第５条の規定により採用された職員を除く。）
を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とす
る。

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に
関し、任命権者が報告しなければならない事項は、
職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（
地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる
職員、同法第２８条の５第１項の規定により採用
された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職
員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号
）第５条の規定により採用された職員を除く。）
を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とす
る。

⑴～⑾（略） ⑴～⑾（略）



（和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第６条 和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年条例第５号）の一

部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第７条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成３１年条例第１号）の一部を

次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（特定任期付職員等の給与条例の適用除外等） （特定任期付職員等の給与条例の適用除外等）

第９条（略） 第９条（略）

２・３（略） ２・３（略）

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第１０
条第２項第２号、第１３条第２項及び同条第４項
の規定の適用については、同条例第１０条第２項
第２号、第１３条第２項及び同条第４項中「定年
前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付
短時間勤務職員」とする。

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第１０
条第２項第２号、第１３条第２項及び同条第４項
の規定の適用については、同条例第１０条第２項
第２号、第１３条第２項及び同条第４項中「再任
用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間
勤務職員」とする。

改正後 改正前

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条（略） 第２条（略）

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲
げる職員とする。

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲
げる職員とする。

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により
任期を定めて任用される職員（地方公務員法（
昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１
項の規定により採用される職員を除く。）

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により
任期を定めて任用される職員（地方公務員法（昭
和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、
第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し
くは第２項の規定により採用される職員を除く。
）

⑵ 非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１
項の規定により採用される職員を除く。）

⑵ 非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１
項又は第２８条の６第２項の規定により採用さ
れる職員を除く。）

⑶（略） ⑶（略）



（和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第８条 和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第４号）の

一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

（和光市職員の再任用に関する条例の廃止）

第９条 和光市職員の再任用に関する条例（平成１３年条例第２３号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」とい

⑷ 和光市職員の定年等に関する条例（昭和５８
年条例第２号）第４条第１項の規定により引き
続いて勤務させることとされ又は同条第２項の
規定により期限を延長することとされている職
員

⑷ 和光市職員の定年に関する条例（昭和５８年
条例第２号）第４条第１項の規定により引き続
いて勤務させることとされ又は同条第２項の規
定により期限を延長することとされている職員

⑸ 和光市職員の定年等に関する条例第９条第１
項又は第２項により異動期間（これらの規定に
より延長された期間を含む。）を延長された管
理監督職を占める職員

⑹（略） ⑸（略）

３（略） ３（略）

改正後 改正前

（給与の種類） （給与の種類）

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方
公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条
の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも
の（以下「職員」という。）の給与の種類は、給
料及び手当とする。

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方
公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条
の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも
の（以下「職員」という。）の給与の種類は、給
料及び手当とする。

２・３（略） ２・３（略）

（定年前再任用短時間勤務職員等についての適用
除外）

（再任用職員等についての適用除外）

第１９条 第６条及び第６条の３の規定は、地方公
務員法第２２条の４第１項、地方公務員の育児休
業等に関する法律第１８条第１項又は和光市一般
職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８
年条例第５号）第４条の規定により採用された職
員には適用しない。

第１９条 第６条及び第６条の３の規定は、地方公
務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項
又は第２８条の６第１項若しくは第２項、地方公
務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項又
は和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条
例（平成１８年条例第５号）第４条の規定により
採用された職員には適用しない。



う。）附則第７項から第１４項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律（令

和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は第６項

の規定により勤務している職員には適用しない。

第３条 暫定再任用職員（和光市職員の定年に関する条例の一部を改正する条例（令和４

年条例第 号）附則第３条第４項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。）のう

ち同条例附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定再任用

短時間勤務職員」という。）を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時

間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第３条第１項に

規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条

例第４条第２項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第４条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務

職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、

「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第２項の規定により定められ

た当該職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

とする」とする。

第５条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年

前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第

３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額

のうち、同条例第４条第２項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務

の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項の規定に

より定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第６条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与

条例第１０条第２項並びに第１３条第２項及び第４項の規定を適用する。

第７条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第１７

条の２第３項の規定を適用する。

第８条 新給与条例第１７条の５第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における

勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定

の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前

再任用短時間勤務職員及び和光市職員の定年に関する条例の一部を改正する条例（令和

４年条例第 号）附則第３条第４項に規定する暫定再任用職員（次号において「暫定再

任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは

「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第９条 職員の給与に関する条例第４条第３項から第１１項まで（第５項を除く。）、第



７条の２から第９条まで及び第９条の３の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第１０条 前７条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定め

る。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第１１条 暫定再任用短時間勤務職員は、第２条の規定による改正後の職員の特殊勤務手

当に関する条例第３条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規

定を適用する。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第１２条 暫定再任用短時間勤務職員は、第３条の規定による改正後の職員の育児休業等

に関する条例第２１条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規

定を適用する。

（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第１３条 暫定再任用短時間勤務職員は、第４条の規定による改正後の職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、同条例の規定を適用する。

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第１４条 暫定再任用職員に対する第７条の規定による改正後の公益的法人等への職員の

派遣等に関する条例第２条第２項第１号の規定の適用については、同号中「地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用される職員」と

あるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条

第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」

とする。

第１５条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第７条の規定による改正後の公益的法人等

への職員の派遣等に関する条例第２条第２項第２号の規定の適用については、同号中「

地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採用される職員」とあるのは、「地方公

務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２

項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員のうち、地方公務員法

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員」とする。

（和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第１６条 和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第６条及び第６条の３の規

定は、暫定再任用職員には適用しない。

令和４年１１月２４日提出



和光市長 柴﨑 光子

提 案 理 由

地方公務員法の改正に伴う職員の定年の引上げ等制度改正を受け、関係条例の整備をす

るため、地方公務員法第２４条第５項及び地方自治法第９６条第１項第１号の規定により

、この案を提出するものである。


